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○　

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
係
る
海
域
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
三
十
一
年
政
令
第
四
十
六
号
）
（
第
一
条
関
係
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

改　
　
　
　

正　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
令

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
係
る
海
域
の
利
用
の

促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
） 

（
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
） 

第
一
条　

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平

第
一
条　

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
係
る
海
域
の
利
用

成
三
十
年
法
律
第
八
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
項
の

の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
項
の
政
令

政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
海
域
に
お
け
る
風
力
と
す
る
。

で
定
め
る
も
の
は
、
海
域
に
お
け
る
風
力
と
す
る
。

（
促
進
区
域
内
海
域
の
占
用
等
に
係
る
許
可
を
要
す
る
海
域
の
上
空
及
び
海

（
促
進
区
域
内
海
域
の
占
用
等
に
係
る
許
可
を
要
す
る
海
域
の
上
空
及
び
海

底
の
区
域
） 

底
の
区
域
） 

第
二
条　

法
第
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
区
域
は
、
海
域
の
上
空
三
百

第
二
条　

法
第
十
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
区
域
は
、
海
域
の
上
空
三
百
十

十
五
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
区
域
及
び
海
底
下
百
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
区
域
と
す
る

五
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
区
域
及
び
海
底
下
百
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
区
域
と
す
る
。

。（
促
進
区
域
内
海
域
に
お
け
る
制
限
行
為
で
許
可
を
要
し
な
い
行
為
） 

（
促
進
区
域
内
海
域
に
お
け
る
制
限
行
為
で
許
可
を
要
し
な
い
行
為
） 

第
三
条　

法
第
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
行
為
は
、
海
洋
再

第
三
条　

法
第
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
行
為
は
、
海
洋
再
生

生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
維
持
管
理
の
た
め
に
行
う
行
為
と
す
る
。

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
維
持
管
理
の
た
め
に
行
う
行
為
と
す
る
。

（
促
進
区
域
内
海
域
の
利
用
又
は
保
全
に
支
障
を
与
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
行

（
促
進
区
域
内
海
域
の
利
用
又
は
保
全
に
支
障
を
与
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
行

為
） 
為
） 

第
四
条　

法
第
十
三
条
第
一
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ

第
四
条　

法
第
十
条
第
一
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る

る
も
の
と
す
る
。 

も
の
と
す
る
。 

一
・
二　

（
略
）

一
・
二　

（
略
）

（
占
用
の
期
間
） 

（
占
用
の
期
間
） 
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第
五
条　

法
第
十
三
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

第
五
条　

法
第
十
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

る
占
用
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。 

占
用
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。 

一　

（
略
） 

一　

（
略
） 

二　

法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
公
募
占
用
計
画
に
係
る
海
洋

二　

法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
公
募
占
用
計
画
に
係
る
海
洋
再

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
に
よ
る
占
用　

三
十
年 

生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
に
よ
る
占
用　

三
十
年 

三　

（
略
）

三　

（
略
）

（
公
募
占
用
計
画
に
記
載
す
べ
き
情
報
の
管
理
に
関
す
る
事
項
に
係
る
海
域

 

の
上
空
及
び
海
底
の
区
域
） 

 

第
六
条　

法
第
十
七
条
第
二
項
第
十
四
号
の
政
令
で
定
め
る
区
域
は
、
次
に
掲

（
新
設
）

げ
る
区
域
と
す
る
。 

一　

当
該
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
を
設
置
す
る
海
域
の
上
空

の
区
域
の
う
ち
、
当
該
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
最
上
部

の
高
さ
ま
で
の
区
域 

二　

当
該
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
を
設
置
す
る
海
域
の
海
底

の
区
域
の
う
ち
、
当
該
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
最
下
部

の
深
さ
ま
で
の
区
域

（
設
置
禁
止
の
例
外
と
な
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
を
電
気
に
変
換

 

す
る
設
備
） 

 

第
七
条　

法
第
三
十
一
条
の
政
令
で
定
め
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
を

（
新
設
）

電
気
に
変
換
す
る
設
備
は
、
羽
根
（
長
さ
が
十
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限

る
。
）
の
回
転
に
よ
り
海
域
に
お
け
る
風
力
を
電
気
に
変
換
す
る
設
備
で
あ

っ
て
、
当
該
電
気
を
専
ら
当
該
設
備
又
は
こ
れ
と
一
体
と
し
て
設
置
さ
れ
る

設
備
に
お
い
て
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。

（
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
設
置
計
画
に
記
載
す
べ
き
情
報
の

 

管
理
に
関
す
る
事
項
に
係
る
海
域
の
上
空
及
び
海
底
の
区
域
） 

 

第
八
条　

第
六
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
三
条
第
三
項
第
十
四
号
（
法
第
三
十

（
新
設
）

七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
区
域
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に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
権
限
の
委
任
） 

（
権
限
の
委
任
） 

第
九
条　

法
第
十
三
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

第
六
条　

法
第
十
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第
二
十
七
条
第

す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第
二
十
三
条
第
一

一
項
、
第
二
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第
二
十
九
条
第
一
項
及
び

項
、
第
二
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第

第
二
項
並
び
に
第
三
十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
国
土
交

二
項
並
び
に
第
二
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
国
土
交

通
大
臣
の
権
限
は
、
地
方
整
備
局
長
又
は
北
海
道
開
発
局
長
に
委
任
す
る
。

通
大
臣
の
権
限
は
、
地
方
整
備
局
長
又
は
北
海
道
開
発
局
長
に
委
任
す
る
。

た
だ
し
、
法
第
二
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
七
項
ま
で
並
び
に
第
二
十
九
条
第

た
だ
し
、
法
第
二
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
七
項
ま
で
並
び
に
第
二
十
五
条
第

一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
に
あ
っ
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
自

一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
に
あ
っ
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
自

ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。
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○　

国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

改　
　
　
　

正　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

（
海
洋
・
環
境
課
の
所
掌
事
務
） 

（
海
洋
・
環
境
課
の
所
掌
事
務
） 

第
百
六
十
二
条　

海
洋
・
環
境
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

第
百
六
十
二
条　

海
洋
・
環
境
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

一
～
五　

（
略
） 

一
～
五　

（
略
） 

六　

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成

六　

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
係
る
海
域
の
利
用
の

三
十
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
で
国
土
交
通
省
の
所

促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す

掌
に
属
す
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。 

る
事
務
で
国
土
交
通
省
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。 

七
～
十
四　

（
略
）

七
～
十
四　

（
略
）
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○　

環
境
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
六
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

改　
　
　
　

正　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

（
大
臣
官
房
の
所
掌
事
務
） 

（
大
臣
官
房
の
所
掌
事
務
） 

第
三
条　

大
臣
官
房
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

第
三
条　

大
臣
官
房
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

一
～
三
十
五　

（
略
） 

一
～
三
十
五　

（
略
） 

三
十
六　

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（

（
新
設
） 

平
成
三
十
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
関
す
る
事
務
で

 

環
境
省
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。 

 

三
十
七
～
四
十
八　

（
略
） 

三
十
六
～
四
十
七　

（
略
） 

２　

環
境
保
健
部
は
、
前
項
第
二
十
六
号
に
掲
げ
る
事
務
（
第
四
十
九
条
第
二

２　

環
境
保
健
部
は
、
前
項
第
二
十
六
号
に
掲
げ
る
事
務
（
第
四
十
九
条
第
二

項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
前
項
第
二
十
八
号

項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
前
項
第
二
十
八
号

及
び
第
二
十
九
号
に
掲
げ
る
事
務
（
人
の
健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
又
は
動
植

及
び
第
二
十
九
号
に
掲
げ
る
事
務
（
人
の
健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
又
は
動
植

物
の
生
息
若
し
く
は
生
育
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
化
学
物
質
に
よ

物
の
生
息
若
し
く
は
生
育
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
化
学
物
質
に
よ

る
環
境
の
汚
染
で
あ
っ
て
そ
の
発
生
機
構
が
一
般
的
に
明
ら
か
と
な
っ
て
い

る
環
境
の
汚
染
で
あ
っ
て
そ
の
発
生
機
構
が
一
般
的
に
明
ら
か
と
な
っ
て
い

な
い
も
の
（
以
下
「
発
生
機
構
が
未
解
明
な
化
学
物
質
汚
染
」
と
い
う
。
）

な
い
も
の
（
以
下
「
発
生
機
構
が
未
解
明
な
化
学
物
質
汚
染
」
と
い
う
。
）

の
防
止
の
た
め
に
行
う
も
の
に
限
る
。
）
、
同
項
第
三
十
三
号
、
第
三
十
五

の
防
止
の
た
め
に
行
う
も
の
に
限
る
。
）
、
同
項
第
三
十
三
号
、
第
三
十
五

号
、
第
三
十
九
号
及
び
第
四
十
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
項
第
四
十
六
号

号
、
第
三
十
八
号
及
び
第
三
十
九
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
項
第
四
十
五

に
掲
げ
る
事
務
（
発
生
機
構
が
未
解
明
な
化
学
物
質
汚
染
の
防
止
の
た
め
に

号
に
掲
げ
る
事
務
（
発
生
機
構
が
未
解
明
な
化
学
物
質
汚
染
の
防
止
の
た
め

行
う
も
の
に
限
る
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

に
行
う
も
の
に
限
る
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
水
・
大
気
環
境
局
の
所
掌
事
務
） 

（
水
・
大
気
環
境
局
の
所
掌
事
務
） 

第
五
条　

水
・
大
気
環
境
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 
第
五
条　

水
・
大
気
環
境
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

一
～
十
五　

（
略
） 
一
～
十
五　

（
略
） 

十
六　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
専
ら
環
境
の
保
全
を
目
的
と
す
る

十
六　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
専
ら
環
境
の
保
全
を
目
的
と
す
る

事
務
及
び
事
業
に
関
す
る
こ
と
（
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備

事
務
及
び
事
業
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
そ
の
目
的
及
び
機
能
の
一
部
に
環

の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
関
す
る
事
務
で
環
境
省
の

境
の
保
全
が
含
ま
れ
る
事
務
及
び
事
業
に
関
す
る
環
境
の
保
全
の
観
点
か

所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
そ
の
目
的
及
び
機
能
の
一
部
に

ら
の
基
準
等
の
策
定
及
び
当
該
観
点
か
ら
の
規
制
等
に
関
す
る
こ
と
（
人
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環
境
の
保
全
が
含
ま
れ
る
事
務
及
び
事
業
に
関
す
る
環
境
の
保
全
の
観
点

の
健
康
の
保
護
及
び
生
活
環
境
の
保
全
の
た
め
に
行
う
も
の
（
第
三
条
第

か
ら
の
基
準
等
の
策
定
及
び
当
該
観
点
か
ら
の
規
制
等
に
関
す
る
こ
と
（

一
項
第
三
十
三
号
、
第
三
十
四
号
及
び
第
三
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
、
発

人
の
健
康
の
保
護
及
び
生
活
環
境
の
保
全
の
た
め
に
行
う
も
の
（
第
三
条

生
機
構
が
未
解
明
な
化
学
物
質
汚
染
の
防
止
の
た
め
に
行
う
も
の
並
び
に

第
一
項
第
三
十
三
号
、
第
三
十
四
号
及
び
第
三
十
九
号
に
掲
げ
る
事
務
、

環
境
再
生
・
資
源
循
環
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。

発
生
機
構
が
未
解
明
な
化
学
物
質
汚
染
の
防
止
の
た
め
に
行
う
も
の
並
び

）
。

に
環
境
再
生
・
資
源
循
環
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る

。
）
。

 
 

（
自
然
環
境
局
の
所
掌
事
務
）

（
自
然
環
境
局
の
所
掌
事
務
）

 
 

第
六
条　

自
然
環
境
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
六
条　

自
然
環
境
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

 
 

一
～
十
三　

（
略
）

一
～
十
三　

（
略
）

十
四　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
専
ら
自
然
環
境
の
保
護
及
び
整
備

十
四　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
専
ら
自
然
環
境
の
保
護
及
び
整
備

を
目
的
と
す
る
事
務
及
び
事
業
に
関
す
る
こ
と
（
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル

を
目
的
と
す
る
事
務
及
び
事
業
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
そ
の
目
的
及
び
機

ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
関
す
る
事

能
の
一
部
に
自
然
環
境
の
保
護
及
び
整
備
が
含
ま
れ
る
事
務
及
び
事
業
に

務
で
環
境
省
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
そ
の
目
的
及
び

関
す
る
自
然
環
境
の
保
護
及
び
整
備
の
観
点
か
ら
の
基
準
等
の
策
定
並
び

機
能
の
一
部
に
自
然
環
境
の
保
護
及
び
整
備
が
含
ま
れ
る
事
務
及
び
事
業

に
当
該
観
点
か
ら
の
規
制
等
に
関
す
る
こ
と
。

に
関
す
る
自
然
環
境
の
保
護
及
び
整
備
の
観
点
か
ら
の
基
準
等
の
策
定
並

び
に
当
該
観
点
か
ら
の
規
制
等
に
関
す
る
こ
と
。

（
地
域
政
策
課
の
所
掌
事
務
） 

（
地
域
政
策
課
の
所
掌
事
務
） 

第
十
九
条　

地
域
政
策
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

第
十
九
条　

地
域
政
策
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

一
・
二　

（
略
） 

一
・
二　

（
略
） 

三　

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
規
定

（
新
設
） 

に
よ
る
調
査
に
関
す
る
事
務
で
環
境
省
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
に
関
す
る

 

こ
と
。 

 

四
～
六　

（
略
）

三
～
五　

（
略
）
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